
○ 重度者を始めとした要介護高齢者の在宅生活を支えるため、日中・夜間を通じて、訪問介護 
 と訪問看護を一体的に又はそれぞれが密接に連携しながら、定期巡回訪問と随時の対応を行う 
 「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」を創設（平成２４年４月）。 

  
オペレーター 

随時対応 

利用者からの通報により、 
電話やICT機器等による応対・訪
問などの随時対応を行う 

通報 

定期巡回型訪問 

定期巡回型訪問 

訪問介護と訪問看護が一体的
又は密接に連携しながら、 
定期巡回型訪問を行う 
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Ⅰ 制度概要について 

○ 地域密着型サービスの一類型として創設 
○ 対象者は要介護者のみ（介護予防サービスは規定していない） 
○ 身体介護サービスを中心とした一日複数回サービス 
  （看護や生活援助サービスについても一体的に提供） 



第８条 
15 この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。 
 一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士そ 
  の他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚 
  生労働省令で定めるものを行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の世話又は 
  必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の 
  必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。 
 二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、 
  その者の居宅において介護福祉士その他第二項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その 
  他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるものを行うこと。 

定期巡回・随時対応サービスの定義 

○ 「定期巡回･随時対応型訪問介護看護」については、次の二つの類型を定義。 
 ① 一つの事業所で訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に提供する介護・看護一体型 
 ② 訪問介護を行う事業所が地域の訪問看護事業所と連携をしてサービスを提供する介護・看 
  護連携型（看護サービスのうち、居宅での療養上の世話・診療の補助は連携先が提供） 
○ いずれの事業形態においても、医師の指示に基づく看護サービスを必要としない利用者が含 
 まれる。 

新介護保険法（平成２４年４月１日施行分） 
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介護・看護一体型の事業（イメージ） 

介護職員 
入浴、排せつその他の 
日常生活上の世話 

看護職員 
療養上の世話 
診療の補助 

介護・看護の一体的提供 

定期巡回・随時対応事業所 定期巡回・随時対応事業所 

連携 
介護職員 

入浴、排せつその他の 
日常生活上の世話 

看護職員 
療養上の世話 
診療の補助 

訪問看護事業所 

介護・看護連携型の事業（イメージ） 

介護・看護の一体的提供 




